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横芝光町農業委員会７月第３回定例総会議事録

１．開催日時 令和７年７月７日(月) 午後４時～午後５時

２．開催場所 横芝光町役場 第１会議室

３．出席委員 （１２名）

会 長 ４番 伊藤 直樹

会長職務代理者 ７番 伊藤 仁

委 員 １番 市原 裕 ２番 伊藤 由美子

３番 土屋 英夫 ５番 椎名 美枝子

６番 若梅 直樹 ８番 鈴木 淳

９番 實川 和幸 １０番 大木 耕一

１１番 平山 和浩 １２番 林 政宏

４．欠席委員 なし

５．農業委員会事務局職員

事務局長 高宮 芳宏

主幹兼農政班長 椎名 大輔

６．議事日程

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記指名の件

日程第２ 議案第１号

農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定について

日程第３ 議案第２号

農地買受適格証明交付申請に対する許否決定について

日程第４ 議案第３号

農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意見について

日程第５ 議案第４号

農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請に対する県へ

の意見について

日程第６ 議案第５号

令和７年度第２次農用地利用集積等促進計画（案）の意見について
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７．会議の概要

事務局 これより、令和７年７月第３回農業委員会定例総会を開会いた

します。

はじめに、伊藤会長よりごあいさつ申し上げます。

会 長 （伊藤会長挨拶）

事務局 ありがとうございました。

続きまして、平山副町長より挨拶をお願いします。

副町長 （平山副町長あいさつ）

事務局 ありがとうございました。平山副町長におかれましては、公務の

ため、ここで退席となります。

それでは、本日の総会の出席委員は、全員でございます。過半数

が出席しておりますので、会議規則第６条の規定により、本総会は

成立しております。

会議規則第４条の規定により、以後の議事進行につきましては、

伊藤会長に議長をお願いいたします。

議 長

事務局

それでは、これより議事に入ります。

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。会

議規則第１３条第２項の規定により、議長が指名することで、ご異

議ございませんでしょうか。

（異議なしの声）

異議なしの声がありましたので、指名をします。

５番 椎名美枝子委員、１０番 大木耕一委員にお願いいたし

ます。

なお、会議書記には、事務局の椎名主幹にお願いいたします。

日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に

対する許否決定についてを上程します。事務局に議案の朗読並び

に説明をお願いいたします。

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許否
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決定について

農地法第３条による許可申請書が提出されたので本会の議決を

求める。

令和７年７月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

農地法第３条は、農地を取得、所有権移転、使用権を設定する場

合は農業委員会の許可が必要となるため、総会での審議が必要と

なります。今回の３条の許可申請は７件となります。なお、譲受人

と譲渡人は資料に記載のとおりです。申請地の位置図を添付して

いますのでご覧ください。

１件目の申請地は、母子字台方の田、字二畝割の田、合計２筆、

１，７７８㎡です。位置図は、資料の２ページ、３ページ、４ペー

ジです。高齢により農業ができなくなった譲渡人から、経営規模拡

大したい譲受人へ、売買により所有権移転をしようとする申請で

す。譲受人は以前から管理を任されており、申請地では、水稲の作

付けを予定しています。

２件目は、新島字山王の田２筆、２，９７６㎡です。位置図は、

資料の５ページ、６ページです。高齢により農業ができなくなった

譲渡人から、経営規模拡大したい譲受人へ、贈与により所有権移転

をしようとする申請です。譲受人は以前から管理を任されており、

申請地では、水稲の作付けを予定しています。

３件目は、横芝字西境田の田１筆、１，１１７㎡です。位置図は、

資料の７ページ、８ページです。病気のため農業ができなくなった

譲渡人から隣接地を耕作している譲受人へ耕作利便のため売買に

より所有権移転をしようとする申請です。譲受人は以前から管理

を任されており、申請地では水稲の栽培を予定しています。

４件目は、横芝字向根の田１筆、４６６㎡です。位置図は、資料

の９ページ、１０ページです。病気のため農業ができなくなった譲

渡人から隣接地を耕作している譲受人へ耕作利便のため売買によ

り所有権移転をしようとする申請です。譲受人は以前から管理を

任されており、申請地では水稲の栽培を予定しています。

５件目の申請地は、宮川字入表の畑１筆、１，２４３㎡です。

位置図は、資料の１１ージ、１２ページです。経営規模を縮小した

い譲渡人から経営規模拡大をしたい譲受人へ贈与により所有権移

転しようとする申請です。申請地ではねぎの作付けを予定してい
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議 長

８ 番

議 長

７ 番

ます。

６件目は、谷中字下道の田１筆、５６０㎡。位置図は、資料の１

３ページ、１４ページです。農業をしない譲渡人から、経営規模拡

大をしたい譲受人へ、売買により所有権移転をしようとする申請

です。譲受人は、隣接地を耕作しており、申請地では水稲の作付け

を予定しています。

７件目は、目篠字新堀前の田１筆、字鉢田の田２筆、合計３筆

、４，６４１㎡です。位置図は、資料の１５ページ、１６ページ、

１７ページです。経営規模を縮小したい譲渡人から経営規模を拡

大したい譲受人へ売買により所有権移転をしようとする申請で

す。譲受人は以前から管理を任されており、申請地では水稲の作付

けを予定しています。以上が議案第１号の説明でございます。

ただいま、議案第 1号の朗読並びに説明が終わりました。はじめ

に１件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

８番 鈴木です。高齢により農業ができなくなった譲渡人から経

営規模拡大をしたい譲受人へ売買により所有権移転をしようとす

る申請です。譲受人は以前から管理を任されており、申請地では、

水稲の作付けを予定しています。現地を確認したところ、耕作して

あり、問題ないと思います。よろしくお願いします。

説明が終りましたので、１件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に２件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

７番 伊藤です。高齢により農業ができなくなった譲渡人から、

経営規模拡大をしたい譲受人へ贈与により所有権移転をしようと

する申請です。譲受人は以前から管理を任されており、申請地で

は、水稲の作付けを予定しています。現地を確認したところ、耕作

してあり、問題ないと思います。よろしくお願いします。
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議 長

６ 番

議 長

１１番

議 長

説明が終りましたので、２件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、２件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に３件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

６番 若梅です。病気のため農業ができなくなった譲渡人から、

隣接地を耕作している譲受人が耕作利便のため、売買により所有

権移転をしようとする申請です。譲受人は以前から管理を任され

ており、申請地では、水稲の作付けを予定しています。現地を確認

したところ、耕作してあり、問題ないと思います。よろしくお願い

します。

説明が終りましたので、３件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、３件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって３件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に４件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

１１番 平山です。経営規模を縮小したい譲渡人から、経営規

模拡大をしたい譲受人へ贈与により所有権移転をしようとする申

請です。申請地では、ネギの作付けを予定しています。現地を確認

したところ、耕作してあり、問題ないと思います。よろしくお願い

します。

説明が終りましたので、４件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）
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１１番

議 長

職務代理者

１１番

質疑ありませんので、質疑を終了して、４件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって４件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に５件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

１１番 平山です。経営規模を縮小したい譲渡人から、経営規模

拡大をしたい譲受人へ贈与により所有権移転をしようとする申請

です。申請地では、ネギの作付けを予定しています。現地を確認し

たところ、耕作してあり、問題ないと思います。よろしくお願いし

ます。

説明が終りましたので、６件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、６件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって６件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に７件目の案件について、説明を求めますが、〇〇〇ですの

で、〇〇を〇〇〇〇〇します。

（議長交代）

〇〇〇〇しましたのでよろしくお願いします。７件目の案件に

つきましては、〇〇〇〇に〇〇〇〇があり、〇〇〇〇〇〇〇します

ので、会議規則第１０条の規定に基づき、採決が終了するまでの

間、〇〇〇〇〇〇は〇〇となります。７件目の案件について、担当

委員の説明を求めます。

１１番 平山です。経営規模を縮小したい譲渡人から、経営規模

拡大をしたい譲受人へ売買により所有権移転をしようとする申請

です。譲受人は以前から管理を任されており、申請地では、水稲の

作付けを予定しています。現地を確認したところ、耕作してあり、

問題ないと思います。よろしくお願いします。
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７ 番

議 長

事務局

説明が終りましたので、７件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、７件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって７件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。〇〇を〇〇に〇〇します。

（議長交代）

続いて、日程第３ 議案第２号 農地買受適格証明交付申請に

対する許否決定について上程します。事務局に、議案の朗読並びに

説明をお願いします。

議案第２号 農地買受適格証明交付申請に対する許否決定につ

いて

次のとおり農地買受適格証明交付申請があったので提出する。

なお、申請人が最高価買受申出人となり、農地法第３条の規定に

よる許可申請書を提出した場合は、当該証明書の交付時と事情が

異なっていると認められた場合を除き、許可相当とする旨を決議

する。

令和７年７月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

次のページをご覧ください。

本議案は、〇〇〇〇〇が行う、農地の公売に参加するため、農地

買受適格証明書の交付を受けようとする申請です。農地買受適格

証明とは、裁判所が行います競売や、国や地方公共団体が行う公売

に参加する場合に必要なもので、農地を取得する資格のない者が

最高価買受人になるのを未然に防ぐため、入札参加者を買受適格

証明の交付を受けたものに限定するという取扱いをしています。

買受適格証明を発行するかどうかは、農地法の許可申請の手続き

に準じて行うこととなっております。内容に問題がない場合は、証

明書を発行するということを決定していただくことになります。

この買受適格証明をもって入札に参加し、落札された場合は、農地

法の許可申請することになりますが、事務処理の迅速化を図るた

め、国の通達により農業委員会の会長が買受適格証明書の交付時
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議 長

と事情が異なっていると認めた場合を除き、許可をして差支えの

ない旨の議決をしておくものとする。となっており、改めて総会に

諮り審議するわけでなく、先に落札後に許可申請があった場合に

は許可することに差支えない旨の議決につきましても、この場で

併せて行っていただく仕組みとなっています。このため、買受適格

証明書の発行と、農地法の許可について本案件で同時に行ってい

ただくこととなります。議案の内容ですが、資料の１ページになり

ます。申請地は、資料記載の〇〇〇〇〇〇の畑４筆,３，７３７㎡
となります。〇〇〇〇を、〇〇方面にむかい、〇〇〇〇より手前、

途中に〇〇〇〇がありますが、その手前の〇〇〇〇になります。申

請農地の落札後は、飼料作物、〇〇を飼っているため〇〇のえさを

栽培するとのことです。耕作目的での取得でありますので３条の

許可基準に基づいて、証明の可否をご審議いただくものです。当該

申請者は、〇〇を営み、〇〇を〇〇飼養しており、農業用機械は、

トラクターやホイルローダーを所有しています。労働力について

は、家族〇人の農業従事者がおられます。法定添付書類は整ってお

り、農機具の保有状況・耕作労力などの問題は見受けられず、また、

周辺への支障・影響を与える生じる要因は特に見受けられません。

農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見当

たらないと思われます。入札期間は、令和７年８月２２日から、令

和９年９月４日まです。説明は以上となります。

ただいま、議案第２号の朗読並びに説明が終わりました。議案第

２号についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、議案第２号の案件につい

ての採決を行います。

議案第２号の農地買受適格証明交付申請については、本案件に

証明書を交付すること、及び交付を受けた者が買受申出人となり、

農地法第３条の許可申請があった場合は、交付時と事情が異なっ

ていると認めたときを除き、会長が許可することについて賛成の

方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、議案第２号については、農地買受適格証明書を交付す



9

議 長

事務局

ることとし、買受申出人となった者から農地法３条の許可申請が

あった場合は、交付時と事情が異なっていると認めた時を除き、会

長が許可するものとします。

日程第４ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に

対する県への意見について上程します。 事務局に、議案の朗読並

びに説明をお願いします。

今回の５条の許可申請は２件です。１件目は、〇〇〇〇〇の田４

筆、１，８５６㎡です。譲受人と譲渡人はそれぞれ資料に記載のと

おりです。用途は、店舗及び駐車場で、所有権移転による転用申請

です。申請地の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますの

でご覧ください。申請地は、〇〇〇から西へ８００ｍの位置にあり

ます。〇〇〇〇、〇〇〇〇脇。資料ですと２ページ、３ページ、４

ページ目となります。この場所は都市計画法上の用途地域に指定

されており、「近隣商業地域」に該当します。市街化が進んでいる

地域として、第３種農地と判断しました。第３種農地は、原則転用

許可が認められる農地となります。譲受人は県内に〇〇店舗を有

する、主に〇〇〇〇〇を販売している会社で、新たに町内に店舗を

構えるべく、申請したとのことです。店舗面積は５０７㎡、駐車場

３０台を計画しており、近年のお客様の増加をかんがみ、従来の店

舗と比べ多くの駐車台数を確保した申請となっています。土地改

良関係については、両総土地改良区の受益地です。雑排水の放流に

ついては、合併処理浄化槽で処理後、町道を横断し両総土地改良区

管理の排水路へ放流する計画で、排水の同意を得ています。隣接農

地はありません。転用期間は令和７年９月１日から令和８年５月

２９日までを予定しております。建設費等は自己資金により賄う

予定であり、金融機関の預金残高証明書により必要な資金を確保

していることを確認しました。

続いて、２件目は、〇〇〇〇〇の畑１筆、３４２㎡です。

資料は、５ページ、６ページ、７ページとなります。譲受人と譲渡

人はそれぞれ資料に記載のとおりです。用途は、一般専用住宅で、

所有権移転による転用申請です。申請地の位置図、公図、土地利用

計画図を添付していますのでご覧ください。申請地は、〇〇〇から

〇へ〇ｋｍの位置にあります。この場所は第１種農地となります。

第１種農地は、原則転用許可が認められていない農地となります
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議 長

６ 番

議 長

７ 番

議 長

が、例外規定により住宅は転用が可能となっております。申請理由

は、もともと〇〇〇〇に住んでおり、今後の子育て等を考え、実家

の近くに新たに住居の適地を探していたところ本申請地がスーパ

ーや職場に近く生活の利便性が高いため、選定したとのことです。

住宅建築面積は１０４㎡を計画しており、一般専用住宅で転用可

能な面積の上限内の申請となっています。土地改良関係について

は、〇〇〇〇〇〇〇区の受益地外です。雑排水の放流については、

合併処理浄化槽で処理後、町道の道路側溝へ放流する計画で、排水

の同意を得ています。隣接農地所有者へは譲渡人から事業内容の

説明を行っており、意見はありませんでした。転用期間は令和７年

８月１日から令和８年３月３１日までを予定しております。建設

費等は借入金により賄う予定であり、金融機関の審査書により必

要な資金を確保していることを確認しました。以上、議案第３号の

説明です。

ただいま、議案第３号の朗読並びに説明が終わりました。

はじめに、１件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

６番 若梅です。本件は、第３種農地で、既に多くの店舗が立

ち並んでいる地区にあり、周囲に農地はなく土地改良とも協議が

整っており、問題はありません。

説明が終りましたので、１件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり許可相

当として県知事に意見書を送付します。

次に、２件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

７番 伊藤です。本件は、農地や住宅が混在している地域にあ

り、土地改良区の受益地ではなく問題はありません。

説明が終りましたので、２件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）
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議 長

事務局

質疑ありませんので、質疑を終了して、２件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目の案件については、原案のとおり許可相

当として県知事に意見書を送付します。

日程第５ 議案第４号 農地法第５条の規定による許可後の計

画変更承認申請に対する県への意見について上程します。事務局

に、議案の朗読並びに説明をお願いします。

議案第４号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請

に対する県への意見について

農地法第５条による許可後の計画変更承認申請書が提出された

ので本会の意見を求める。

令和７年７月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

次のページをご覧ください。今回の５条の計画変更申請は９件

です。

このうち、１件目と２件目、４件目から６件目、７件目から９件

目は同一案件となるため一括で説明させていただきます。

なお、譲受人と譲渡人はそれぞれ資料に記載のとおりです。

変更申請１件目及び２件目の土地は、〇〇〇〇〇の田６筆と畑

５筆、計２，１８６㎡です。資料６ページ、７ページ、８ページと

なります。当初申請時は、相続登記が済んでいなかったため代表１

名での申請でしたが、今回の変更申請では、相続登記により所有者

に変更があったことから２件の申請となっております。転用の目

的は駐車場の一時転用となります。変更申請①②の位置図、公図、

土地利用計画図を添付していますので併せてご覧ください。変更

申請地は〇〇〇から〇〇へ約〇〇〇ｍの位置にあり、都市計画法

で定める「第１種住居地域」に該当する「第３種農地」です。譲受

人は、〇〇〇〇を発注者とする〇〇〇〇を受注した〇〇〇〇で、令

和６年６月に千葉県知事より許可を受け、〇〇〇〇の進捗に伴う

〇〇〇〇〇の駐車場として一時転用をしております。今回、〇〇〇

〇の完了に伴い、付帯工事として新たに〇〇〇〇を請け負ったこ

とから、継続利用するため変更申請がありました。変更後は事務所

兼駐車場として利用し、敷地には農地への復元が容易になるよう
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以前のまま敷鉄板を敷く対応とし、排水は雨水のみで側溝への流

入処理で対応します。工事期間は令和７年８月１０日から令和８

年３月１３日までを予定しています。

続いて、変更申請３件目の土地は、〇〇〇〇〇の田２筆、計１，

５５９㎡です。資料９ページ、１０ページ、１１ページです。〇〇

〇〇〇〇を目的に売買により所有権移転するもので、令和３年８

月に千葉県知事より許可を受けております。変更申請地は、〇〇〇

〇〇〇から西へ約〇〇０ｍの位置にあります。町への〇〇〇〇、〇

〇〇〇〇とも地区除外の協議が整い、排水路の使用についても同

意を得ており、山砂で埋め立てＬ型擁壁等を施工した案件です。す

べてを〇〇として〇〇する計画で許可を受けました。この区画を

今回の購入予定者より、どうしても〇〇する〇〇〇〇〇〇〇で〇

を〇てたいため、〇〇〇〇〇として〇〇してほしい旨の要望があ

り、当初の許可内容を変更するものです。完了は、令和７年９月３

０日を予定しています。

続いて、変更申請４件目から６件目の土地は、〇〇〇〇〇及び〇

〇〇〇〇の畑合わせて４筆、３，３４３㎡です。ここで地図の修正

をお願いしたいのですが、位置図が、資料の１２ページ、１３ペー

ジ、１４ページの変更申請④⑤⑥ではなく、変更申請４件目から６

件目の場所は、１５ページ、１６ページ、１７ページの変更申請⑦

⑧⑨が正しいです。

変更の内容は、譲受人は〇〇〇〇〇を行う事業者で、転用目的は

〇〇〇〇〇に伴う〇〇〇〇及び〇〇〇〇として、すでに令和４年

１月に千葉県知事より許可を令和６年３月に変更の承認を受けて

います。前回の計画では、〇〇〇〇が所有する柱を移設する過程

で、移設先の地盤不良が判明し改良に時間を要したこと、電話線の

移設に係る〇〇〇〇〇〇〇の調整が手間取ったこと等により令和

７年８月３１日まで工事期間の延長申請がありました。

今回の変更申請では、先ほど説明した内容のほか主な理由とし

て〇〇〇〇により全工程に遅延が生じたことによる工期の延長

で、令和７年１２月３１日までの再延長申請となります。

続いて、変更申請７件目から９件目は、〇〇〇〇〇の田合わせて

５筆、２，０２２㎡です。変更申請７件目から９件目の場所は、資

料１２ページ、１３ページ、１４ページ、変更申請④⑤⑥となりま
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議 長

６ 番

議 長

６ 番

議 長

す。変更内容は、譲受人は〇〇〇〇を行う事業者で、転用目的は〇

〇〇〇に伴う〇〇〇〇として、すでに令和４年１月に千葉県知事

より許可を令和５年１２月に変更の承認を受けています。当初の

計画では令和５年１２月３１日で事業を終了する予定でしたが、

〇〇〇〇が所有する柱を移設する過程で、移設先の地盤不良が判

明し調整に時間を要したこと、樹木の伐採で環境アセスメントに

て伐採期間の制限があり遅延が生じたことにより、令和７年８月

３１日まで工事期間の延長申請がありました。今回の変更申請で

は、〇〇が行う〇〇〇〇〇〇〇が計画よりも５カ月ほど延長され

たことにより全工程が遅延したことによる工期の延長で、令和７

年１２月３１日までの再延長申請となります。以上、議案第４号の

説明とさせていただきます。

はじめに、１件目と２件目の案件については、関連がありますの

で、一括して説明を求めます。

６番 若梅です。本件は、すでに近隣農地所有者へ事業計画を

説明してある案件であり、雨水以外に排水もないので、問題はあ

りません。

説明が終りましたので、１件目と２件目の案件についての質疑

を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目と２件目の案件に

ついての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目と２件目の案件については、原案のとお

り許可相当として県知事に意見書を送付します。

次に、３件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

６番 若梅です。本件は、〇〇〇〇ですが、土地改良とも協議

が整っており、住宅需要のある地区でもあり、問題はありませ

ん。

説明が終りましたので、３件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、３件目の案件についての
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議 長

事務局

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって３件目の案件については、原案のとおり許可相

当として県知事に意見書を送付します。

次に４件目から９件目までの案件については、〇〇〇〇の遅れ

による賃借権設定期間延長のため、担当委員の説明を省略します。

４件目から９件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、４件目から９件目の案件

についての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって４件目から９件目までの案件については、原案

のとおり許可相当として県知事に意見書を送付します。

議案第５号 令和７年度第２次農用地利用集積等促進計画（案）

の意見について上程します。

事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いします。

議案第５号 令和７年度第２次農用地利用集積等促進計画（案）

の意見について

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に

より、令和７年度第２次農用地利用促進計画（案）が提出されたの

で本会の意見を求める。

令和７年７月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

農地中間管理機構が、地権者から借受けた農地を担い手へ貸地

受ける際に、町が農用地利用集積等促進計画案を作成し、農業委員

会から意見を聴取することとなっているため、農業委員会の総会

にてご審議をお願いするものです。

１件目について、右上に中間管理機構設定 １ページ目 カッ

コ１と書かれているのです。表の見方ですが、四角で囲った表の一

番上、左側、利用権を設定する者の住所及び氏名又は名称（甲）で、

〇〇〇〇さんが地権者、耕作者は、転貸をうける者の住所及び氏名

または名称（丙）が耕作者で〇〇〇〇となります。利用権を設定す

る期間 許可の公告日から令和１７年７月３１日となります。農
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議 長

地は、木戸字六割の畑３筆、３，０３０㎡です。

２件目、３ページは、農地を貸す方が、〇〇〇〇。借りる方が、

〇〇〇〇。農地は、尾垂イ字下根の畑５筆、字野場の畑、２，８４

２㎡。

３件目は、農地を貸す方が、〇〇〇〇。耕作者が、〇〇〇〇。農

地は、尾垂イ字下根の畑５筆、字野場の畑、４，７７２㎡。

４件目は、農地を貸す方が、〇〇〇〇。耕作者が、〇〇〇〇。農

地は、木戸字五割の畑、２，７７８㎡。

５件目は、農地を貸す方が、〇〇〇〇。耕作者が、〇〇〇〇。農

地は、宮川字入表の田１筆、目篠字新堀前の田３筆、字鉢田の田７

筆、合計１１筆、１３，３１２㎡。〇〇〇〇ですが、〇〇の認定農

業者であり、水稲１１ｈａ、畑を１ｈａ作付けしています。構成員

は、従業員４名、外国人研修生１名、パート１名の６名です。なお、

申請のあった案件につきましては、農地中間管理事業の推進に関

する法律第１８条第５項２号及び３号に規定されている農用地等

の効率要件や、農作業の常時従事日数を満たしていると考えます。

ただいま、議案第５号の朗読並びに説明が終わりました。議案第

５号につきましては、審査件数が多いため耕作者ごとに採決いた

します。はじめに１件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり決定し

ました。

続いて２件目から４件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、２件目から４件目の案件

についての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目から４件目の案件については、原案のと

おり決定しました。
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続いて５件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、５件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって５件目の案件については、原案のとおり決定し

ました。

以上で提案されました議案の審議はすべて終了しました。慎重

審議ご苦労様でした。

事務局 以上をもちまして、令和７年７月第３回農業委員会定例総会を

閉会します。


